
 

 

2026年 2月 23日 

役員候補者の公募について 

 

一般財団法人日本ガス機器検査協会は、下記のとおり役員候補者の公募を行います。 

 

記 

 

１．公募する役員候補者の職種・人数・年齢 

   職種：理事（理事長候補者） 

   人数：１名 

   年齢：2026年 6月時点で 65歳に達していない者 

   （注）公募は理事長候補者として行いますが、当協会の定めに従い、定時評議員会で 

理事に選任されたのち、理事会において理事の互選により選定される予定です。 

 

２．就任予定日・任期 

 （１）就任予定日：2026年 6月に開催予定の定時評議員会において理事に選任され、 

理事会で理事長に互選された日 

（２）任期： 2026年 6月に予定される定時評議員会および理事会による選任、選定時か

ら 2027年 6月に予定される定時評議員会の終結時まで。 

  ※任期の満了前に退任する予定である理事の後任として新たに選任される理事にかか

る公募のため、任期は前任者の任期の満了する時である 2027年 6月に予定される定

時評議員会の終結時までとなります。 

 

３．職務内容等 

 （１）当協会の概要 

公正中立な第三者機関として事業を行うことにより、日本国内外における人の安全

の確保、社会の経済性・信頼性の維持向上及び地球環境の保全・保護等に寄与すること

を目的として、活動しています。 

 

 （２）主な業務内容 

①製品の安全性及びその他性能・品質に関する検査・認証事業 

②ガス事業法に基づくガス主任技術者試験の試験機関事業 

③特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく資格付与・講習事業 

④ガス関連業界制度に基づく設備等の施工に関する資格付与・講習事業 

⑤マネジメントシステム等の審査認証事業 



 

 

⑥事故及び災害防止に関する調査・研究事業 

⑦環境に関する認証・検証事業 

⑧前各号に掲げるもののほか、３．（１）に記載された目的を達成するために必要な

事業 

 

（３）職務内容 

   理事は、理事会を組織し、法令等で定めるところにより、当協会の業務の執行の決定

に参画します。 

理事長は、理事会の構成員及び議長として当協会の経営に関する重要事項を決定す

るとともに、当協会を代表し、３．（１）に記載された目的を達成するために必要とな

る事業の推進、並びに法人全体の運営管理業務を総理する。 

 

４．必要な経験や知見等 

（１）当協会の運営に積極的に取り組む意欲を有しているとともに、協会の経営全般に関

する十分な知識を有すること 

 （２）当協会に関連する法律を理解し、業務に反映できること 

 （３）人格高潔であり、心身ともに健康であり、高い倫理感を有していること 

 （４）当協会の役員又はこれに準じる者として十分な知識及び経験を有していること 

 （５）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 65条に該当しないこと 

 

５．勤務条件 

 （１）勤務形態  常勤 

 （２）勤務地   当協会 本部 東京都港区赤坂一丁目 4番 10号 

 （３）勤務時間  特段の定めはありませんが、職員と同様の勤務時間となります。 

 （４）報酬等   当協会の役員報酬規程による。 

 （５）福利厚生  健康保険、厚生年金、健康診断 

 （６）その他   当協会規程に準じる。 

 

６．応募方法 

   次の書類を簡易書留にて郵送して下さい。 

なお、送付いただいた書類は返却いたしません。 

    ・履歴書（市販の用紙で可） 

     ※職歴記入の際には、勤務先ごとに①企業・団体名称、②役職、③事業規模 

（事業収益、従業員数）、④主要取引先の情報を書き添えてください。 

また、現在の健康状況も記入してください。 



 

 

・自己 PR書（A4 2枚程度） 

 ※当協会業務（３．（２））に関連する知見を含め、自己 PR書を作成してください。 

 

   ＜送付先＞ 

    〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目４番 10号 

    一般財団法人日本ガス機器検査協会 総務企画部 宛 

   ＜締め切り＞ 

    2026年 3月 23日 17時必着 

    

７．選定方法 

  （１）役員候補者選定委員会による審査 

提出された履歴書及び自己 PR書に基づき、役員候補者選定委員会で書類審査を行

い、当協会の役員として適切か否か判断を行います。 

    面接予定日：2026年 4月 3日 午後 

    面接場所：東京都港区赤坂一丁目 4番 10号 

 一般財団法人日本ガス機器検査協会 会議室 

（２）評議員会による選任 

上記（１）の審査結果を踏まえて当協会評議員会において理事選任を行います。 

（３）理事会による互選 

上記（２）の評議員会の決議を経て理事に選任された後、理事会の互選決議により

理事長に互選されることを経て就任することとなります。 

（４）合否結果については、応募者全員にご連絡します。 

 

８．備考 

  ・選定に係る交通費及び宿泊費等は、全て自己負担となります。 

  ・ご提出いただいた応募書類に記載されている個人情報は本公募のみに使用し、他の 

目的で使用することはありません。 

  ・選考過程及び選考結果等に関するお問い合わせには、一切お答え致しかねますので、 

   予めご了承ください。 

 

＜問い合せ先＞ 

   一般財団法人日本ガス機器検査協会 総務企画部 (担当：和田) 

    TEL：03（5570）5981 

以 上 


